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項 提出書類 様式番号 必須/任意 

1 
提出書類一覧確認票 

・商号又は名称を記入し、事前に提出書類を確認し、太枠内に○印を記入してください。 
指定様式 必須 

2 競争入札参加資格審査申請書（物品の売買、修繕及び製造請負） 様式第１号 必須 

3 

委任状 

・本店の代表者から、支店、営業所等の長に入札、見積り、契約締結等の権限を継続して委任す

る場合に提出してください。 

・委任先は 1 か所のみとします。また、委任状に記載された委任事の一部のみを選択して委任

することはできません。 

様式第２号 必要に応じて 

4 

使用印鑑届 

・第３項の委任状の提出がある場合は必ず提出してください。 

・実印と使用印を押印し、入札、見積り、契約締結、代金請求等に際し使用する旨を記載したも

の。なお、これらの場合に実印を使用する場合は不要です。 

・使用印鑑は、代表者（支店、営業所等の長に権限を委任する場合は、支店、営業所等の長）の

印としてください。 

様式第３号 必要に応じて 

5 

営業概要書 

01営業年数等 

02自己資本額 直前決算の財務諸表の金額を記入してください。 

  （会社）貸借対照表のうち「純資産の部」の合計金額を記入してください。ただし、新株予約

権を発行している場合は、その金額を控除した金額を記載してください。 

  （個人）青色申告の場合は、青色申告決算書の貸借対照表から次の計算により算出された金

額を記入してください。白色申告の場合は記入不要です。 

「元入金＋本年利益（青色申告特別控除前の所得金額）＋事業主借－事業主貸」 

03流動比率 流動資産÷流動負債×１００ 

（法人）直前決算の財務諸表の金額を記入してください。 

（個人）白色申告の場合は記入不要です。 

04資本金 履歴事項全部証明書に記載されている額を記入してください。 

     個人事業者は記載不要です。 

05売上高（総売上高） 

  （会社）損益計算書の売上高の金額を記入してください。 

  （個人）青色申告決算書又は終始内訳書の売上（収入）金額を記載してください。 

06従業員数 常勤従業員数（代表者等の常勤役員及び個人事業主も含めます。） 

07代理店又は特約している会社等 

08営業に関する許可・認可・登録等 

09障害者の雇用状況 

様式第４号 必須 

6 

営業実績書及び申請する登録種別 

・契約内容については府中町及び官公庁等の取引実績を記載してください。官公庁等の実績が

ない場合は、その他実績を記載してください。 

・登録種別は別表２「登録分類表」から大分類及び中分類の番号を記載し、具体的な取扱商品を

「詳細」欄に記載してください。登録種別の制限数はありません。登録種別が多数ある場合

様式第５号 必須 
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は、行を追加して記載してください。 

7 

暴力団排除に関する誓約書 

・申請者の住所、社名、代表者指名及び生年月日を記載してください。 

・実印を押印してください。 

様式第６号 必須 

8 

登記事項証明書（法人）又は身分証明書（個人）  

・申請日から３か月前までの日以降に発行されたもの。 

・法人…本店所在地の法務局が発行した登記事項証明書（全部事項証明書の「履歴事項証明

書」） 

・個人…本籍地のある市区町村が発行した身分証明書 

写し可 必須 

9 

印鑑証明書 

・申請日から３か月前までの日以降に発行されたもの。 

・法人…本店所在地の管轄法務局で発行された代表者（申請者）の印鑑証明書 

・個人…本人住所地の市区町村で発行された申請者本人の印鑑証明書 

写し可 必須 

10 

市区町村税の納税証明書 

・申請日から３か月前までの日以降に発行されたもの。 

・都税事務所、市・区役所又は町・村役場が発行する、賦課されている市町村税の滞納がないこ

とを証した納税証明書。 

・委任関係がある場合は、受任者側の所在地で課されている納税証明書だけでかまいません。 

・新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたことにより、市区町村税の徴収猶予を受けてい

る事業者については、猶予の特例が認められていることが確認できる書類（猶予許可通知書

の写し） 

写し可 必須 

11 

消費税及び地方消費税の納税証明書 

・申請日から３か月前までの日以降に発行されたもの。 

・課税されていない場合も提出してください。 

・管轄税務署が発行する未納がないことを証明する書面。（納税証明書その３、その３の２、その

３の３のいずれか） 

・新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたことにより、消費税の納税猶予を受けている事

業者については、猶予の特例が認められていることが確認できる書類（猶予許可通知書の写

し） 

写し可 必須 

12 

財務諸表類の写し（１年分） 

・法人…直前１年の事業年度についての「貸借対照表」、「損益計算書」 

・個人…青色申告者は青色申告決算書（損益計算書、貸借対照表） 

    白色申告者は収支内訳書 

・入札参加資格に係る審査を申請する日までに直前１年の事業年度の財務諸表の調製が完了

しない場合は、直前１年の事業年度の前年度の財務諸表とします。 

 必須 

13 

営業に関し法律上必要な許可、認可、登録等の証明書の写し 

・ 申請者が取得している営業に関し、法令等の定めにより必要とする許可、認可、登録等の証

明書の写し 

 必要に応じて 

14 代理店又は特約店証明書の写し  必要に応じて 

 


